
 

船舶インシデント調査報告書 

令和５年３月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和４年６月５日 １１時００分ごろ 

発生場所 香川県坂出市小瀬
こ せ

居
い

島北方沖 

 小瀬居島灯台から真方位３５３°１,４３５ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２３.２′ 東経１３３°５１.０′） 

インシデントの概要  プレジャーボート悠
ゆう

希
き

丸は、漂泊中、主機のクラッチが作動しなく

なり、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和４年８月８日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 悠希丸、５トン未満（長さ８.２９ｍ） 

 ２８０－３１３２６岡山、個人所有 

 船内外機、４サイクル、出力１３２.４０kＷ、６気筒、回転数毎分

３,６００、ボア９４㎜、使用燃料軽油、平成６年３月進水 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風速 約３m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、友人５人を乗せ、主機を中立運転

として漂泊し、付近にいた釣り船の状況を確認した後、運航を再開し

ようとした際、主機のクラッチが作動しなくなり、運航不能となっ

た。 

 船長は、ＢＡＮ（一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会が

運営する民間救助サービス）に救助を依頼したが、到着が遅れるとの

連絡を受けたので１１８番通報で救助を要請し、来援した巡視艇にえ
．

い
．
航されて備讃瀬戸東航路の外に移動した後、ＢＡＮの救助艇にえい

．．

航されて帰港した。 

 本船は、帰港後、機関整備業者による点検が行われ、アウトドライ

ブ内にある‘主機のクラッチ用作動油（アウトドライブ内ギアの潤滑

油として兼用）のストレーナ’（以下「本件ストレーナ」という。）が

金属粉等で目詰まりした状態となっていることが分かり、本件ストレ

ーナを清掃して修理された。 

 本船は、平成６年３月に進水し、令和元年８月頃に中古で購入され

たものであり、購入後、主機のクラッチ用作動油は定期的に交換され

ていたものの、本件ストレーナの清掃が行われていなかった。 

分析  本船は、令和元年８月頃に中古で購入されて以降、本件ストレーナ



 

の清掃が行われていない状況で、機関を中立運転として漂泊中、運航

を再開しようとした際、本件ストレーナが金属粉等で目詰まりしたこ

とから、主機のクラッチが作動しなくなり、運航不能となったものと

考えられる。 

 本件ストレーナは、長期間に渡り清掃が行われていなかったことか

ら、アウトドライブ内のギアから生じた金属粉等が溜まり、目詰まり

したものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、令和元年８月頃に中古で購入されて以

降、本件ストレーナの清掃が行われていない状況で、機関を中立運転

として漂泊中、運航を再開しようとした際、本件ストレーナが金属粉

等で目詰まりしたため、主機のクラッチが作動しなくなったことによ

り発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、定期的に本件ストレーナの清掃を行うこと。 

 


